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（１）津波防災地域づくりの概要

津波対策の基本的な考え方
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最大クラスの津波（L2）：多重防御
住民等の生命を守ることを最優先として、どのような災害であっても行政機能、病院等の最低限必要十分

な社会経済機能を維持することが必要である。このため、住民等の避難を軸に、土地利用、避難施設、防災
施設 などを組み合わせて、とりうる手段を尽くした総合的な津波対策の確立が必要である。

比較的頻度の高い津波（L1）：海岸保全施設等の整備
人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、

引き続き、比較的発生頻度の高い一定程度の津波高に対して海岸保全施設等の整備を進めていくことが求
められる。

【出典】 仙台市震災復興計画（多重防御のイメージ）

【出典】中央防災会議 「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」報告（平成２３年９月２８日）



（１）津波防災地域づくりの概要

海岸堤防の基本的な考え方
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■ 海岸の堤防高は、設計津波の水位等を前提として、環境
保全等※を総合的に配慮して設定
※ 環境保全、周辺景観との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等

■ 粘り強い構造とすることで、L2津波の到達時間の遅延や
浸水域や浸水深の減少の効果により、背後地の被害を軽減



（１）津波防災地域づくりの概要

津波防災地域づくりに関する法律
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市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水
想定を踏まえ、津波防災地域づくりを総合的に
推進するための計画（推進計画）を作成するこ
とができる。

推進計画の作成

都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定 （津波があった場合に想定され
る浸水の区域及び水深）を設定し、公表する。

津波浸水想定の設定

・都道府県知事は、津波による人的災害を防止するために警戒避難
体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指
定することができる。

・また、警戒区域のうち、津波災害から住民の生命及び 身体を保護
するために一定の開発行為及び建築等を制限すべき土地の区域を、
津波災害特別警戒区域として指定することができる。

津波災害警戒区域等の指定

基 本 指 針 （国）

都道府県は津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質、土地利用の状況その他
の事項に関する調査を行う。

基礎調査の実施

法律の概要 （平成23年12月14日公布 平成23年12月27日一部施行、平成24年6月13日全部施行）

■ 将来起こりうる最大クラスの津波による災害の防止・軽
減のため、全国で活用可能な制度を創設



（１）津波防災地域づくりの概要

津波防災地域づくりのイメージ
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※平成23年12⽉14⽇「津波防災地域づくり法」
公布、平成24年6⽉13⽇全部施⾏

■ 津波災害に対しては、東⽇本⼤震災の様な⼤規模な津波災害が発⽣した場合
でも、なんとしても⼈命を守るという考え⽅に基づき、ハード・ソフト施策の適切な
組み合わせにより、減災実施。



【出典】
地震調査研究推進本部
海溝型地震の長期評価の概要（2017.1.1時点）を
基に水管理・国土保全局が作成

【海溝沿いの主な地震の今後30年以内の発生確率】

三陸沖 南部海溝寄り
(Ｍ7.2～7.6)
50％程度

与那国島周辺
（Ｍ7.8程度）
30％程度

茨城県沖（Ｍ6.7～7.2）
90％程度以上

南海トラフ
（Ｍ8～9クラス）
70％程度

相模トラフ沿い
（Ｍ6.7～7.3程度）
70％程度

根室沖（Ｍ7.9程度）
60％程度

三陸沖 北部(Ｍ7.1～7.6)
90％程度

宮城県沖（Ｍ7.0～7.3）
60％程度

三陸沖～房総沖
・津波型（Ｍ8.6-9.0前後）
30％程度

択捉島沖（Ｍ8.1前後）
70％程度

安芸灘～豊後水道
（Ｍ6.7～7.4）
40％程度

色丹島沖（Ｍ7.8前後）
60％程度

（１）津波防災地域づくりの概要

大規模地震の発生のリスク
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■ 南海トラフ沿岸ではM8～９クラスの発生確率が約７０％
■ 他の沿岸でも津波を伴う大規模地震発生の懸念

南海トラフ
（M8～9クラス）
70%程度



（１）津波防災地域づくりの概要

南海トラフ巨大地震に伴い想定される津波
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■ 広範囲にわたって、10mを超える津波が到達
■ 多重防御を基本とした総合的な津波対策が必要

【出典】
内閣府南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ
報道発表資料一式（平成２４年８月２９日発表）
南海トラフの巨大地震による津波高＜満潮位＞
※満潮位を含めた津波の高さ
大すべり域、超大すべり域が１箇所のパターン
【ケース①「駿河湾～紀伊半島沖」に 「大すべり域＋超大すべり」域を設定】



（１）津波防災地域づくりの概要

津波防災地域づくりの取組状況
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焼津市浜松市

串本町

宮崎市

磐田市

南海トラフの津波断層
南海トラフ巨大地震モデル検討会（第二次報告）の

南海トラフの巨大地震の津波断層モデル
（内閣府／H24.8.29公表）

東北地方の
津波断層

東北地方太平洋沖地震
津波断層モデル

（内閣府／ H24.3.1 公表）

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震
モデル検討会において検討中

（内閣府）

相模トラフの津波断層
首都直下地震モデル検討会の
相模トラフの津波断層モデル

（内閣府／H25.12.19公表）

田原市

日向市

静岡市 伊豆市

平成29年９月６日現在
凡 例

・・・津波浸水想定設定済み
（３２道府県）

・・・津波浸水想定今年度設定見込み
（３県）

・・・津波災害警戒区域指定済み
（６府県）

・・・推進計画作成済み
（９市町）

■ 津波浸水想定区域の設定が概ね進捗
（平成２９年度中に４０都道府県中３５道府県で設定見込み）
■ 津波推進計画の作成や警戒区域等の指定を今後推進

日本海の津波断層
日本海における大規模地震に関する検討会の津波断層モデル
（国土交通省・内閣府・文部科学省／ H26.8.26 公表）



（１）津波防災地域づくりの概要

津波防災地域づくりの取組状況（平成29年９月６日現在）
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指定済みの府県名 指定日
徳島県 平成２６年３月
山口県

（瀬戸内海沿岸） 平成２７年３月
山口県

（日本海沿岸） 平成２８年２月
静岡県

（東伊豆町、河津町） 平成２８年３月
和歌山県

（１９市町） 平成２８年４月
長崎県 平成２９年３月
京都府 平成２９年３月

作成済みの市町村名 作成日
静岡県 焼津市 平成２６年３月
静岡県 浜松市 平成２６年４月
和歌山県 串本町 平成２７年３月
宮崎県 宮崎市 平成２７年３月
静岡県 磐田市 平成２７年１１月
愛知県 田原市 平成２８年５月
宮崎県 日向市 平成２８年６月
静岡県 静岡市 平成２９年３月
静岡県 伊豆市 平成２９年５月

津波災害警戒区域の指定

津波防災地域づくり
推進計画の作成

※ 津波浸水想定の設定日は「津波防災地域づくりに関する法律」第８条第４項に基づく国土交通大臣への報告日による

設定済みの道府県名 設定日
茨城県 平成２４年 ８月
青森県
（下北八戸沿岸の一部） 平成２４年１０月

徳島県 平成２４年１２月
高知県 平成２４年１２月
宮崎県 平成２５年 ２月
青森県（陸奥湾、下北
八戸沿岸の残部） 平成２５年 ２月
熊本県 平成２５年 ４月
岡山県 平成２５年 ４月
和歌山県 平成２５年 ４月
広島県 平成２５年 ４月
香川県 平成２５年 ４月
愛媛県 平成２５年 ６月
大阪府 平成２５年 ８月
静岡県
（遠州灘、駿河湾沿岸、

伊豆半島沿岸の一部）
平成２５年１１月

山口県
（瀬戸内海沿岸） 平成２６年 １月
兵庫県（阪神、淡路、
神戸、播磨地域） 平成２６年 ３月
大分県 平成２６年 ３月

設定済みの
道府県名 設定日

長崎県 平成２６年 ４月
鹿児島県 平成２６年 ９月
愛知県 平成２６年１１月
青森県（津軽、
陸奥湾沿岸、下北
八戸の一部(変更)）

平成２７年 ３月

山口県
（日本海沿岸） 平成２７年 ３月
沖縄県 平成２７年 ３月
三重県 平成２７年 ３月
神奈川県 平成２７年 ３月
佐賀県 平成２７年 ７月
静岡県（伊豆半島
沿岸の一部） 平成２７年 ８月
福岡県 平成２８年 ２月
山形県 平成２８年 ３月
京都府 平成２８年 ３月
秋田県 平成２８年 ３月
北海道

（日本海側） 平成２９年 ２月
島根県 平成２９年 ３月
富山県 平成２９年 ３月
石川県 平成２９年 ５月
岐阜県 平成２９年 ７月

津波浸水想定の設定



（２）津波防災地域づくり推進計画

津波防災地域づくり推進計画策定までの流れ
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基礎調査（都道府県、国土交通大臣）
・地形データの作成（海域及び陸域）・地質等に関する調査
・土地利用状況の把握等
・広域的な見地から必要とされるものは国土交通大臣が実施し、都道府県に提供

最大クラスの津波の断層モデルの設定（都道府県）
・国（中央防災会議等）において検討された断層モデルを都道府県に提示
・最大クラスの津波の断層モデル（波源域及びその変動量）の設定

津波浸水シミュレーション（都道府県）
・地形データ等をシミュレーションに反映
・建築物等による流れの阻害を土地利用状況に応じた粗度係数として設定
・悪条件（朔望平均満潮位※、海岸堤防の倒壊等）のもとで設定
・シミュレーション（平面2次元モデル）により海域及び陸域の津波の伝播を表現

津波浸水想定の設定・公表（都道府県）
・最大クラスの津波における浸水の区域及び浸水深を表示
・国土交通大臣への報告
・関係市町村長への通知
・都道府県の広報、印刷物の配布、インターネット等により十分に周知

推進計画の作成、警戒避難体制の整備（市町村等）
津波災害（特別）警戒区域の指定（都道府県）

※朔（新月）と望（満月）の日から5日以内にあらわれる各月の最高満潮位の平均値

断層モデル

津波浸水シミュレーション

津波浸水想定



（２）津波防災地域づくり推進計画

津波防災地域づくり推進計画の策定事例（静岡県焼津市） 11

【出典】 焼津市津波防災地域づくり推進計画



（２）津波防災地域づくり推進計画

津波防災地域づくり推進計画の策定事例（宮崎県宮崎市） 12

【出典】 宮崎市津波防災地域づくり推進計画



（２）津波防災地域づくり推進計画

津波防災地域づくり推進計画の策定事例（静岡県浜松市）13

【出典】 浜松市津波防災地域づくり推進計画

■①防潮堤整備等のハード施策と②避難の円滑化等のソフト施策
（短期）、③総合計画によるまちづくりや建物の強化の達成時期
（長期）を示し、段階的に安全レベルを向上させる取組。



（２）津波防災地域づくり推進計画

津波防災地域づくり推進計画の作成の効果・メリット 14

将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくり

＜中長期的な視点に立ちつつ、様々な主体によるハード・ソフトの施策を
柔軟に組み合わせて総動員＞

※推進計画に記載することによる特別の支援措置は無いが、
記載する多くの事業については、別途補助メニューが活用可能

（例：都市防災総合推進事業 等）

○ 市町村単独でなく、国・都道府県等と連携することにより、津波防災を効率的かつ効果的に推進。

○ 市町村が実施する施策だけでなく、国や都道府県等が実施する施策を含めた全体像やその進捗について

市民等にわかりやすく提示。

○ 推進計画の作成過程に参画してもらうこと等によって、津波防災地域づくりに関する計画的な取組を住民に

知ってもらい、自助・共助・公助の連携による津波対策を推進。

○ 津波災害に強い地域づくりについての前向きな姿勢と具体的な姿を示し、住民や企業の不安を払拭。

市町村

それぞれが実施主体
となる事業を検討し、

推進計画の作成に参加

国 都道府県

【出典】第40回国土交通省政策評価会資料

■ 現在、全国約８０の市町村が作成に向けて検討中
■ 課題については、整理中



（３）津波災害警戒区域、津波災害特別警戒区域

津波災害警戒区域指定までの流れ
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津波災害警戒区域の公表 [都道府県]

津波災害特別警戒区域の公表 [都道府県]

○あらかじめ関係市町村の意見を聴取
○津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合に警戒避難体制を特に整備すべき区

域と基準水位を公表

○あらかじめ区域の案を公告・縦覧
○住民等の意見を添えて、関係市町村の意見を聴取
○津波災害警戒区域のうち、一定の開発行為、建築等を制限すべき区域を公表

市町村の条例で定める区域の設定 [市町村]
○あらかじめ都道府県と協議
○津波特別警戒区域のうち、円滑・迅速な避難を確保できない区域を設定

⇒ 市町村のハザードマップ作成、地下街･要配慮者利用施
設の避難確保計画作成などの義務づけ

⇒要配慮者利用施設（病院、老人福祉施設、幼
稚園など）の開発や建築について、津波に対し安
全なものとすることを義務づけ

⇒条例で定める施設（住宅など）の開発や建築につ
いて、安全なものとすることを義務づけ

基礎調査（都道府県、国土交通大臣）

最大クラスの津波の断層モデルの設定（都道府県）

津波浸水シミュレーション（都道府県）

津波浸水想定の設定・公表（都道府県）



（３）津波災害警戒区域、津波災害特別警戒区域

津波災害特別警戒区域
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津波災害特別警戒区域のうち条例で定めた区域

津波災害特別警戒区域
①病室等の居室の床面の高さ

が基準水位以上

②病院等の建築を予定した盛
土等の開発行為の規制

津波

社会福祉施設、学校、医療施設※

の建築・開発行為について、居室の
床面の高さが基準水位以上である
等、津波に対し安全な構造とするこ
とを義務化

※ 高齢者、障害者、乳幼児等の
津波から逃げることが困難な者が利用する施設

条例制定により、円滑な避難の確
保が困難な上記以外の用途の施設
に係る建築・開発行為について、上
記と同様の規制を適用可能

津波災害特別警戒区域 [都道府県: 任意]

住宅等の居室の
一部が津波の
水深以上

住宅等の居室の
全部が津波の
水深以下

市町村の条例で定める区域 [市町村: 任意]



（３）津波災害警戒区域、津波災害特別警戒区域

津波災害警戒区域の指定事例（徳島県※１）
17

■ 津波災害警戒区域の指定により、基準水位※２が示され、
避難する上で有効な高さが明確になる

※１ 徳島県は、津波防災地域づくり法に基づく、「津波災害警戒区域」を指定（全国初）
（平成２５年１１月２５日に指定案を公表。約３ヶ月の周知期間の後、平成２６年３月１１日に公示）

※２ 津波浸水想定に定める浸水深に、建築物等の衝突によるせき上げ高さを考慮した水位

※出典：徳島県資料

徳島市
（全体）

一部拡大 ※10mメッシュ



（３）津波災害警戒区域、津波災害特別警戒区域

津波災害特別警戒区域の検討事例（静岡県）
18

津波災害特別警戒区域：
（オレンジゾーン）

＋ ＋

レベル１津波による浸水深に津波が建物等に衝突した際のせり
上がり高を加えた水位が2.0m以上の区域の方が広い区域を追

加することを可能

レベル２津波の基準水位2.0mの区域境界

津波浸水想定（レベル２津波）の
「基準水位2.0m以上の区域」が基本

オレンジゾーンの区域境界

市町独自の津波浸水シミュレーションの結果や
町丁目界、地域活動の実施単位、地形地物等を踏まえ、
基準水位2.0m以上の区域より広く設定することを可能

■ 現在、静岡県（伊豆市）及び沖縄県において、津波災害警戒区
域等の指定に向けて検討中

■ 課題については、整理中

■ 静岡県では、「津波災害特別警戒区域の指定基準※１」を設定
※１ 「静岡県津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定の手引き」による

■ 基準水位2.0ｍ以上の区域を基本としつつ、
県と市の協議を踏まえて、津波災害特別警戒区域を指定する方針



（４）津波防災地域づくりの事例

宮城県女川町の事例 19

【出典】
女川町復興まちづくり住民説明会資料より

■ 設計津波の水位を前提とした堤防整備を実施
■ L2津波対策としては、居住地を高台に移転させ
低地には漁港施設、中段には商業地・津波避難ビルと
災害リスクに応じた土地利用を設定
・ 国道を防潮ラインに設定し、計画堤防高まで嵩上げすることで、堤防と一体化
・ 堤防の計画天端高に合わせて背後を盛土することで、内陸から海に向けての眺望を確保
・ 堤防よりも海側のエリアは、公園・港湾施設・水産加工施設等に土地利用を制限



（４）津波防災地域づくりの事例 お お や

宮城県気仙沼市の事例（大谷海岸） 20

■ 津波防護とともに、砂浜保全を図るため、堤防の位置をセットバック
・大谷海岸は、震災前は白砂青松の砂浜が広がり、海水浴客が訪れる地域の観光・交流拠点
・復旧・復興にあたり地元からは、砂浜の確保、堤防整備と併せた背後の道路等の嵩上げ要望が出され、
気仙沼市、宮城県、国（復興庁、国交省、林野庁）等で防潮堤とまちづくりについての検討を実施

・平成28年7月末に、防潮堤とまちづくり計画について合意

当初計画案では
砂浜が消失

堤防国道45号
（ＪＲ気仙沼線）

海

海

国道45号と堤防
を一体的に整備

見直し後の計画

当初計画案

道の駅

嵩上げ

《事業概要》
・大谷海岸の復旧・復興
・事業主体：宮城県
・堤 防 高：T.P.＋9.8m

（被災前堤防高 T.P.＋4.2m）

宮城県 大谷海岸

砂浜幅を確保

国有林区域

砂浜

地盤沈下で砂浜が減少



（４）津波防災地域づくりの事例

岩手県大槌町の事例 21

大槌漁港海岸

岩
手
県

【位置図】

高台への集団移転

大 槌 港

復旧堤防
大 槌 湾

高台への集団移転

赤浜地区
既存（T.P.+6.4m）

↓
Ｌ１規模

（T.P.+14.5m）
↓

調整結果
（T.P.+6.4m）

■ 漁港の利便性を確保するため、設計津波の水位よりも堤防高を下げる
■ 津波リスク対応として住宅を高台移転、低地を災害危険区域指定

小枕地区
既存（T.P.+6.4m）

↓
Ｌ１規模

（T.P.+14.5m）
↓

調整結果
（T.P.+6.4m）

安渡地区
既存（T.P.+6.4m）

↓
Ｌ１規模（T.P.+14.5m）

↓
調整結果（T.P.+14.5m）

復旧堤防

※安渡地区は堤防の
法線を内陸側に変更

被災6県677箇所※１の約3割の約200箇所の海岸について、
L１津波※２を対象とした堤防高より堤防の高さを下げたり、
海岸堤防の位置を変更する等の見直しを行っている。※３

※１ 被災6県における全箇所（復旧・復興） ※２ 比較的発生頻度の高い津波 ※３ 県からの聞き取りによる



（４）津波防災地域づくりの事例

南海トラフ沿岸域※での検討事例（静岡県） 22

■ 海岸堤防の背後に「静岡モデル」として
設計津波の水位以上の盛土を市町が実施

※ 南海トラフ巨大地震により被害が想定される沿岸地域

【出典】
静岡県の津波対策「静岡方式」について



（４）津波防災地域づくりの事例

南海トラフ沿岸域※での検討事例（静岡県伊豆市） 23

■ 住まいの防護と観光利用の調整が課題

３００ｍ 地理院地図を加工して作成

観光エリア

住宅密集
エリア

住宅密集エリア

観光エリア

※ 南海トラフ巨大地震により被害が想定される沿岸地域



（４）津波防災地域づくりの事例

南海トラフ沿岸域※での検討事例（和歌山県） 24

■ 今後10年間で、津波第１波対策を重点的に整備
※ 南海トラフ巨大地震により被害が想定される沿岸地域

※ 揺れの時間約３分＋避難準備時間約２分、
移動速度３０ｍ／分として
避難所まで逃げ切れない地域を
「津波避難困難地域」として抽出

【図表の出典】
津波から『逃げ切る！』支援対策プログラム －津波による犠牲者をゼロとするために－



（４）津波防災地域づくりの事例

南海トラフ沿岸域※での検討事例（徳島県） 25

■ 設計津波（L1）対策には、多大な時間と多額の費用が必要
住民の生命を守ることを最優先に、段階的に整備していく方針
第１段階：避難時間の確保に必要な高さの整備
第２段階：設計津波から生命財産を守るための整備

→管理者と地元市町が協議

※ 南海トラフ巨大地震により被害が想定される沿岸地域

【出典】 南海トラフ巨大地震等を迎え撃つ 徳島県の取り組み



・「世帯別津波避難行動記入シート」を
活用し、世帯毎の避難環境をチェックし、
戸別避難カルテを作成

・戸別避難カルテに基づき世帯毎の避難
の課題を抽出し、避難のタイミング、避
難経路等の避難行動の見直しを実施
中

・ 全町職員約200人を、防災地域担当職
員として、町内14消防団区に振り分け、各
地域の自主防災組織や消防団と協働して
地域の防災課題を抽出し、防災ワークショッ
プや訓練を実施

・ 戸別避難カルテに基づき避難行動の見直
し作業を実施（戸別避難カルテはH26年に
完了）

・ 今後は、各自主防災組織と地域担当職
員及び消防団におけるカルテを使った防災訓
練の高度化や事前対策の検討が行われる
計画

②戸別避難カルテの作成 ③町と住民の協働による対策検討
・地区脆弱性調査図に基づく避難場所、
避難路の整備・改善

・避難場所168箇所、避難路295箇所の
整備箇所の見直し、洗い出し

①地区脆弱性調査図の作成

・戸別避難カルテとは、世帯毎に落とし込
んだ避難上の人的・行動的課題群

・このカルテを、約4,600枚収集する予定
（沿岸部40地区、283班）

・今後は、把握した課題群（物的・人
的）の解決に向けた対策にシフト

ワークショップの様子

地区脆弱性調査図

戸別避難カルテ

比較的大人数が利用する避難路

比較的少人数が利用する避難路

避難場所

整備の要望及び危険個所

高さは十分であるが、避難
場所、避難路は全くの未整
備、舗装、階段（スロープ）、
誘導灯、手すりなどの整備
が必要。避難路の敷設は畑
（民地）を経由する必要有り。

津
波

（４）津波防災地域づくりの事例

南海トラフ沿岸域※での検討事例（高知県黒潮町） 26

■ 住民と市町村の協働による避難対策の強化

避難経路

※ 南海トラフ巨大地震により被害が想定される沿岸地域



【設置の経緯】
・ 平成２６年９月

土木学会長が発表した
「東日本大震災後における津波対策に関する
現状認識と今後の課題」において、
「多重防御方策について土木学会が中心と
なって学際的・分野横断的に検討する」
と提言された

・ 平成２６年１０月
土木学会が減災アセスメント小委員会を設置

（５）津波防災地域づくりに関連する取組

土木学会減災アセスメント小委員会の概要 27

委員構成
小委員長
多々納 裕一（京都大学防災研究所：土木計画学研究委員会）
岡安 章夫（東京海洋大学：海岸工学委員会）
委員
河野 達仁（東北大学）【幹事】
高木 朗義（岐阜大学） 羽藤 英二（東京大学）
平野 勝也（東北大学） 藤見 俊夫（熊本大学）
横松 宗太（京都大学防災研究所）

以上，土木計画学研究委員会から選出

安田 誠宏（関西大学）【幹事】
越村 俊一（東北大学） 福谷 陽 （関東学院大）
高橋 智幸（関西大学) 山中 亮一（徳島大学）
田島 芳満（東京大学） 原田 賢治（静岡大学）
宇野 喜之（エコー） 有川 太郎（中央大学）
北野 利一（名古屋工業大学）
井上 智夫（国土交通省） 内藤 正彦（国土交通省）

以上，海岸工学委員会から選出

■ 今後巨大地震の発生が想定される地域の津波対策について、
社会的公平性や経済的効率性などの観点から総合的に検討するため、
土木計画学研究委員会と海岸工学委員会が共同で設置した小委員会

【開催実績】
・ 平成２６年10月に第１回を行い
現在まで１３回実施。

・ 次回は１０月25日に開催予定。



（５）津波防災地域づくりに関連する取組

津波被害からの復興まちづくり支援（国土交通省都市局） 28

【出典】津波被害からの復興まちづくりガイダンス（国土交通省 都市局 平成２８年５月）



（６）津波防災地域づくりに関する課題

津波防災地域づくりに関する課題
29

津波による浸水が想定される地域において
津波防災地域づくりを検討する場合、
海岸堤防の整備と背後地の面的な対策が密接に関係している。
例えば、観光を重視する地域では、
海岸堤防を景観等に配慮した高さに設定し、
背後地で避難施設や津波防護施設の整備を行うとともに
警戒避難体制の充実を図ることにより、
L1津波に対してもハード・ソフトが一体となった
総合的な対策をとることも考えられる。
このような関係性を考慮し、
それぞれの地域や海岸の特徴に応じた
津波対策が検討されるようになるために
どのような考え方が必要か幅広くご議論いただきたい。



（６）津波防災地域づくりに関する課題

今後の津波防災地域づくりにおける留意事項
30

今後の津波防災地域づくりは、下記留意事項を考慮して、
地域に応じた検討がなされるべきではないか。

１．想定される外力
（１）津波の到達時間
（２）津波高 等

２．沿岸部の土地の状況
（１）海岸の形状（長大な砂浜、リアス式海岸 等）
（２）陸側の地形（平野、丘陵地が近接 等）
（３）土地利用と生業（住宅、農地、工場、漁港 等） 等

３．社会的制約
（１）予算
（２）土地利用の変更、公共施設、重要施設等の施設の再配置
（３）既存のまちづくりに関する計画、地域防災計画との整合 等
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